
委託訓練とは、滋賀県が民間教育訓練機関等に委託して行う公共職業訓練です。

コース
番号 訓練科名 訓練実施施設 定員

母子家庭
等優先枠

※1

託児
定員
※2

26-01
知識等習得コース

初心者向けオフィス事務科
ユウコム草津校

（主な最寄り駅　JR「草津」）
15人 〇 ― 3か月

4月2日(木)～6月30日(火)
9:30 ～ 16:00

26-02
知識等習得コース

オフィス事務・簿記科
滋賀ビジネス学院彦根校

（主な最寄り駅　JR「南彦根」）
15人 ― 2人 3か月

4月2日(木)～6月30日(火)
9:30 ～ 16:00

26-03
知識等習得コース

Webクリエイター科
まなびとステーション滋賀本校
（主な最寄り駅　JR「草津」）

15人 ― ― 4か月
4月2日(木)～7月31日(金)

9:20 ～ 16:00

※1 ：ひとり親家庭のお母さん・お父さんが優先して受講いただける優先枠です。

※2：託児に関する注意事項

※  ：応募者が少ない場合は、訓練を実施しない場合があります。

　 ※ただし、教材費等は自己負担です。

　①公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方

　②公共職業安定所（ハローワーク）所長の受講あっせんを受けることができる方

　※過去１年以内に公共職業訓練を受講（修了・中退）された方は、お申し込みいただけません。

　※この他、訓練科毎に受講者の条件を設けている場合があります。

　　詳細は個別のカリキュラムをご確認ください。

　

　お住まいの市町を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）の窓口にてお申し込みください。

　申込後は、受講ガイダンスに出席いただき、選考（面接）を受けていただきます。

　受講ガイダンスの日程等は、裏面をご覧ください。

　※募集定員に満たない場合は、募集期間の延長や追加募集を行う場合があります。

     訓練期間中の託児をご希望の方は、申し込みの際に、ハローワークの窓口に託児サービス利用申込書を提出してください。
     様式は県ホームページに掲載されている託児サービス利用申込書をご利用ください。
     また、訓練開始前に入園説明会に参加いただきます。※日程は未定です。受講決定後に訓練実施施設より連絡いたします。

     母子家庭の母等に該当することとなった日の翌日から起算して３年以内にハローワークへ求職申し込みを行っていることが
     必要です。（詳細はハローワークにお問い合わせください。）
     また、訓練開始前に３日間の準備講習を受講する必要があります。（講習日程は裏面参照）

地域における求人・求職状況や雇用拡大が期待される業種について、多様な職業訓練の受講機会を提供し、
離転職者等の方々の再就職を支援します。

訓練期間

　受講料は、 無料 です。

知識等習得コース：就職に必要な知識・技能等の職業能力を身につけていただくためのコースです。

※　：この事業は、「国との協議が整うこと」を前提として実施するものであり、現時点では訓練の開講が確定している
　　　ものではありません。

委 託 訓 練
受 講 生 募 集 の ご 案 内

☆ 訓練コース 一覧

☆ 受講料等

☆ 受講対象者

☆ 申込み方法

☆ 委託訓練

令和８年（2026年）

2/6（金）

～ 2/25（水）



※「ハローワーク」：公共職業安定所

○ 開催日 令和8年（2026年）3月5日（木）

○ 会場 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”
〒523-0891　滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4

〔最寄り駅等〕　 ＪＲ琵琶湖線「近江八幡駅」南口より約500ｍ

※駐車場には限りがあります。受講ガイダンスに参加される際は、必ず公共交通機関をご利用ください。  

○ 当日のスケジュール 　　

知識等習得コース

12:30 受付開始

13:00 オリエンテーション、訓練コースの説明、面接

○ 持ち物 委託訓練受講生募集案内（本チラシ）、筆記用具

○ 会場周辺地図

　①公共職業安定所に求職申込を行っている方

　

※1 合否に関わらず文書でお知らせします。
※2  準備講習日程
　　 　　 初心者向けオフィス事務科 　【ユウコム草津校】　3月26日（木）、3月27日（金）、3月30日（月）の9:30～15:00

●滋賀県　商工観光労働部 労働雇用政策課　　
　　〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号　　　☎ 077-528-3755

●滋賀県立高等技術専門校 米原校舎（テクノカレッジ米原）　
　　〒521-0091　米原市岩脇411-1　　　　　　　　　☎ 0749-52-5300

■ 申込みから入校までの流れ

■ 受講ガイダンス概要

訓練
開始

ハローワークで

「受講指示(推薦)書」等

を受け取る

選考結果(合否)を

受け取る※１

相談
ハローワークで「公共職業

訓練受講申込書」を提出
受講ガイダンスへ出席する申込ハローワークで

職業相談を受ける

ご注意ください！！

※受講ガイダンスに１０分以上遅刻または欠席された場合は、

受講申込みを辞退したものとみなします。

※欠席する場合は、必ず申し込まれたハローワークおよび

テクノカレッジ米原へご連絡ください。

募集中の訓練科および訓練カリキュラムは、

県のホームページからもご確認いただけます。

■ お問合せ先

母子家庭等優先枠のみ

準備講習（３日間）を受講する※２

受講
準備

結果
通知

選考
(面接)


